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本号で公布された条例のあらま本号で公布された条例のあらましし

◎ みやざき成長産業育成加速化基金条例（条例第４号）

１ 制定の理由及び主な内容

県内経済や雇用情勢が厳しい状況にある中で、今後の核となる成長産業の育成を加速化させる取組を戦略的かつ重点的に実

施するとともに、本県の成長産業等を支える中小企業の振興を図ることにより、本格的な景気回復と将来への揺るぎない産業

基盤を構築することを目的として、みやざき成長産業育成加速化基金を設置することとしました。

２ 施行期日

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。

◎ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（条例第５号）

１ 改正の理由及び主な内容

人事委員会勧告等を踏まえ、県職員の住居手当の改定等を行うため、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、一部の規定を除き、平成25年４月１日から施行することとしました。

◎ 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例（条例第６号）

１ 改正の理由及び主な内容

宮崎県立看護大学高木講堂の使用料を新設する等、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県における事務処理の特例に関する条例等の一部を改正する条例（条例第７号）

１ 改正の理由及び主な内容

都市の低炭素化の促進に関する事務など、知事の権限に属する事務について、その取扱いを希望する市町に移譲する等、所

要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、一部の規定を除き、平成25年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県防災会議条例の一部を改正する条例（条例第８号）

１ 改正の理由及び主な内容
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災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとしました。

◎ 宮崎県大規模災害対策基金条例（条例第９号）

１ 制定の理由及び主な内容

県内外における大規模災害に対する支援及び対策の充実・強化を図るため、宮崎県大規模災害対策基金を設置することとし

ました。

２ 施行期日

この条例は、一部の規定を除き、平成25年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例（条例第10号）

１ 改正の理由及び主な内容

県内臨床研修医及びへき地医療機関等の医師不足病院で勤務する医師の確保を図るため、所要の改正を行うこととしました

。

２ 施行期日

この条例は、一部の規定を除き、平成25年４月１日から施行することとしました。

◎ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する条例（条例第11号）

１ 改正の理由及び主な内容

障害者自立支援法の一部改正に伴い、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、一部の規定を除き、平成25年４月１日から施行することとしました。

◎ 宮崎県新型インフルエンザ等対策本部条例（条例第12号）

１ 制定の理由及び主な内容

新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、宮崎県新型インフルエンザ等対策本部に関して必要な事項を定めるた

め、条例を制定することとしました。

２ 施行期日

この条例は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。

◎ 宮崎県中小企業振興条例（条例第13号）

１ 制定の理由及び主な内容

中小企業の重要性を再認識し、県民総力戦で中小企業の振興を図るため、条例を制定することとしました。

２ 施行期日

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。

◎ 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例（条例第14号）

１ 改正の理由及び主な内容

道路法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。

◎ 後期研修医研修資金貸与条例（条例第15号）

１ 制定の理由及び主な内容

宮崎大学医学部後期臨床研修医に対し、研修資金を貸与することにより、県立日南病院及び県立延岡病院に必要な医師の確

保を図り、県南及び県北地域の医療体制の充実に寄与するため、条例を制定することとしました。

２ 施行期日

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。

◎ 地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例（条例第16号）

１ 改正の理由及び主な内容

治安情勢に的確に対応することを目的として、警察官の定員を増やすため、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日
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この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。

◎ 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例（条例第17号）

１ 改正の理由及び主な内容

パーキング・メーター作動手数料等の廃止、風俗営業許可申請手数料等の見直しに伴い、所要の改正を行うこととしました

。

２ 施行期日

この条例は、平成25年４月１日から施行することとしました。

条条 例例

みやざき成長産業育成加速化基金条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第４号

みやざき成長産業育成加速化基金条例

（設置）

第１条 県内経済や雇用情勢が厳しい状況にある中で、今後の核となる成長産業の育成を加速化させる取組を戦略的かつ重点的に実施する

とともに、本県の成長産業等を支える中小企業の振興を図ることにより、本格的な景気回復と将来への揺るぎない産業基盤を構築するこ

とを目的として、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 241条の規定に基づき、みやざき成長産業育成加速化基金（以下「基金」という

。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、県債証券その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

（繰替運用）

第５条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（処分）

第６条 基金は、第１条に規定する設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を

処分することができる。

（委任）

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。

２ この条例は、平成31年３月31日限り、その効力を失う。

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第５号

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（給与）

第２条 この条例で給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当

、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特

殊勤務手当、特地勤務手当（第６条の２の２の規定による手当を

（給与）

第２条 この条例で給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当

、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特

殊勤務手当、特地勤務手当（第６条の２の２の規定による手当を
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含む。第８条の12において同じ。）、定時制通信教育手当、産業

教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害

等派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿

日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教

育等教員特別手当及び寒冷地手当をいう。

（住居手当）

第５条の８ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支

給する。

（１） 自ら居住するため住宅（貸間を含む。第３号において同じ

。）を借り受け、月額１万 2，000円を超える家賃（使用料を含

む。以下同じ。）を支払っている職員（宮崎県職員宿舎管理規

則（昭和43年宮崎県規則第11号）に基づく有料の宿舎を貸与さ

れ、貸付料を支払っている職員その他人事委員会規則で定める

職員を除く。）

（２） その所有に係る住宅（人事委員会規則で定めるこれに準ず

る住宅を含む。）に居住している職員で世帯主であるもの

（３） ［略］

２ 住宅手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当

該各号に掲げる額（第１号又は第２号に掲げる職員のうち第３号

に掲げる職員でもあるものについては、第１号又は第２号に掲げ

る額及び第３号に掲げる額の合計額）とする。

（１） ［略］

（２） 前項第２号に掲げる職員 1，000円（当該住宅が当該職員

その他人事委員会規則で定める者によって新築され、又は購入

されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされ

た日から起算して５年を経過するまでの間は 2，000円）

（３） 前項第３号に掲げる職員 第１号の規定の例により算出し

た額の２分の１に相当する額（その額に 100円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てた額）

３ ［略］

第６条の６の２ ［略］

含む。第８条の12において同じ。）、定時制通信教育手当、産業

教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害

等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当、時間外勤

務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特

別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当及び

寒冷地手当をいう。

（住居手当）

第５条の８ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支

給する。

（１） 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。

）を借り受け、月額１万 2，000円を超える家賃（使用料を含む

。以下同じ。）を支払っている職員（宮崎県職員宿舎管理規則

（昭和43年宮崎県規則第11号）に基づく有料の宿舎を貸与され

、貸付料を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職

員を除く。）

（２） ［略］

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当

該各号に掲げる額（当該各号のいずれにも該当する職員にあって

は、当該各号に掲げる額の合計額）とする。

（１） ［略］

（２） 前項第２号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した

額の２分の１に相当する額（その額に 100円未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨てた額）

３ ［略］

第６条の６の２ ［略］

（新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当）

第６条の６の３ 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型

インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第43条

又は他の法律の規定により新型インフルエンザ等緊急事態措置の

実施のため本県に派遣された職員に対して支給する。

２ 前項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額及

び支給について必要な事項は、別に知事が定める。

（企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第２条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和31年宮崎県条例第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（住居手当）

第４条の５ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対

して支給する。

（１） 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。

）を借り受け、月額１万 2，000円を超える家賃（使用料を含む

。以下同じ。）を支払っている職員（企業局職員公舎貸与規程

（昭和39年企業局企業管理規程第16号）に基づく有料公舎を貸

与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員

を除く。）

（住居手当）

第４条の５ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対

して支給する。

（１） 自ら居住するため住宅（貸間を含む。第３号において同じ

。）を借り受け、月額１万 2，000円を超える家賃（使用料を含

む。以下同じ。）を支払っている職員（企業局職員公舎貸与規

程（昭和39年企業局企業管理規程第16号）に基づく有料公舎を

貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職

員を除く。）

（２） その所有に係る住宅（管理者が定めるこれに準ずる住宅を

含む。）に居住している職員で世帯主であるもの
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（単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第３条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和32年宮崎県条例第28号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（住居手当）

第４条の４ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対

し支給する。

（１） 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。

）を借り受け、月額１万 2，000円を超える家賃（使用料を含む

。以下同じ。）を支払っている職員（宮崎県職員宿舎管理規則

（昭和43年宮崎県規則第11号）に基づく有料の宿舎を貸与され

、貸付料を支払っている職員その他任命権者が定める職員を除

く。）

（２） ［略］

（住居手当）

第４条の４ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対

し支給する。

（１） 自ら居住するため住宅（貸間を含む。第３号において同じ

。）を借り受け、月額１万 2，000円を超える家賃（使用料を含

む。以下同じ。）を支払っている職員（宮崎県職員宿舎管理規

則（昭和43年宮崎県規則第11号）に基づく有料の宿舎を貸与さ

れ、貸付料を支払っている職員その他任命権者が定める職員を

除く。）

（２） その所有に係る住宅（任命権者が定めるこれに準ずる住宅

を含む。）に居住している職員で世帯主であるもの

（３） ［略］

（病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第４条 病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成18年宮崎県条例第22号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（住居手当）

第９条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して

支給する。

（１） 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。

）を借り受け、月額１万 2，000円を超える家賃（使用料を含む

。以下同じ。）を支払っている職員（管理者が定める公舎を貸

与され、貸付料を支払っている職員その他管理者が定める職員

を除く。）

（２） ［略］

（住居手当）

第９条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して

支給する。

（１） 自ら居住するため住宅（貸間を含む。第３号において同じ

。）を借り受け、月額１万 2，000円を超える家賃（使用料を含

む。以下同じ。）を支払っている職員（管理者が定める公舎を

貸与され、貸付料を支払っている職員その他管理者が定める職

員を除く。）

（２） その所有に係る住宅（管理者が定めるこれに準ずる住宅を

含む。）に居住している職員で世帯主であるもの

（３） ［略］

（職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正）

第５条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和28年宮崎県条例第43号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（休暇）

第５条 ［略］

２ 前項の休暇は、次条から第８条の２までに規定する休暇にあっ

ては１時間を単位として、人事委員会が定める基準に基づく休暇

にあっては30分を単位として与えることができる。ただし、休暇

の残日数に１時間未満の端数があり、その全てを使用するときは

、１分を単位とする。

（休暇）

第５条 ［略］

２ 前項の休暇は、１時間を単位として与えることができる。ただ

し、休暇の残日数に１時間未満の端数があり、そのすべてを使用

するときは、１分を単位とする。

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

（１） 第１条中職員の給与に関する条例第２条の改正規定及び同条例第６条の６の２の次に１条を加える改正規定 公布の日から起算し

て２月を超えない範囲内において規則で定める日

（２） 第５条の規定 公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日

使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第６号

使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

（２） ［略］（３） ［略］
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使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（使用料）

第２条 次の各号に掲げる公の施設を利用する者は、それぞれ当該

各号に掲げる名称の使用料を納めなければならない。ただし、公

の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号）第10条の５第

１項の規定により、公の施設を管理する指定管理者が、当該公の

施設の利用料金を収受している場合は、この限りでない。

（１）〜（５） ［略］

（６） 宮崎県立看護大学 看護大学授業料及び看護大学体育施設

使用料

（７）〜（19） ［略］

２ ［略］

（県立こども療育センター等の使用料及び手数料）

第４条 ［略］

２ ［略］

３ 県立こども療育センターにおける障害者自立支援法（平成17年

法律第 123号）第５条第８項に規定する短期入所に係る使用料の

額は、同法第29条第３項の厚生労働大臣が定める基準により算定

した費用の額及び規則で定める特定費用（同条第１項に規定する

特定費用をいう。）の額の合計額とする。

４ ［略］

別表第１（第２条関係）

（使用料）

第２条 次の各号に掲げる公の施設を利用する者は、それぞれ当該

各号に掲げる名称の使用料を納めなければならない。ただし、公

の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号）第10条の５第

１項の規定により、公の施設を管理する指定管理者が、当該公の

施設の利用料金を収受している場合は、この限りでない。

（１）〜（５） ［略］

（６） 宮崎県立看護大学 看護大学授業料及び看護大学施設使用

料

（７）〜（19） ［略］

２ ［略］

（県立こども療育センター等の使用料及び手数料）

第４条 ［略］

２ ［略］

３ 県立こども療育センターにおける障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 123号）第５

条第７項に規定する生活介護及び同条第８項に規定する短期入所

に係る使用料の額は、同法第29条第３項の厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額及び規則で定める特定費用（同条第

１項に規定する特定費用をいう。）の額の合計額とする。

４ ［略］

別表第１（第２条関係）

備 考納 期金 額単 位区 分使 用 料

［略］

［略］６ 看護

大学授

業料及

び看護

大学体

育施設

使用料

使用許可

の時

［略］体育館

体

育

施

設

使

用

料

［略］

［略］

［略］118，800円年額学科農

学

部

授

業

料

11 農業

大学校

授業料

及び農

業大学

校宿泊

室等使

用料

118，800円同専攻科

［略］

［略］

備 考納 期金 額単 位区 分使 用 料

［略］

［略］６ 看護

大学授

業料及

び看護

大学施

設使用

料

使用時間

に１時間

未満の端

数がある

ときは、

その端数

は１時間

として計

算する。

使用許可

の時

6，900円

1，600円

１時間

につき

空調

設備

を使

用す

ると

き

空調

設備

を使

用し

ない

とき

高木講堂施

設

使

用

料

［略］体育館

［略］

［略］

［略］118，800円年額農学部授

業

料

11 農業

大学校

授業料

及び農

業大学

校宿泊

室等使

用料 ［略］

［略］
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別表第２（第３条関係）別表第２（第３条関係）

備 考金 額単 位区 分手 数 料

［略］

2，000円［略］143の３ 介護

支援専門員証

交付手数料

［略］

2，000円［略］143の５ 介護

支援専門員証

更新手数料

［略］

2，000円［略］143の９ 介護

支援専門員の

登録の移転に

伴う介護支援

専門員証交付

手数料

［略］

2，200円１人につき学科農学部295 県立農業

大学校入学試

験手数料

2，200円同専攻科

5，650円１人につき学科農学部295の２ 県立

農業大学校入

学料

5，650円同専攻科

［略］

備 考金 額単 位区 分手 数 料

［略］

2，400円［略］143の３ 介護

支援専門員証

交付手数料

［略］

2，400円［略］143の５ 介護

支援専門員証

更新手数料

［略］

2，400円［略］143の９ 介護

支援専門員の

登録の移転に

伴う介護支援

専門員証交付

手数料

［略］

2，200円１人につき農学部295 県立農業

大学校入学試

験手数料

5，650円１人につき農学部295の２ 県立

農業大学校入

学料

［略］

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。

宮崎県における事務処理の特例に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第７号

宮崎県における事務処理の特例に関する条例等の一部を改正する条例

（宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部改正）

第１条 宮崎県における事務処理の特例に関する条例（平成11年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表（第２条関係）別表（第２条関係）

市 町 村事 務

［略］

［略］10 医療法（昭和23年法律第 205号）による病

院若しくは診療所又は医療法人に関する次の

事務

（１）〜（31） ［略］

［略］

［略］14の５ 障害者自立支援法（平成17年法律第 1

23号）による次の事務

（１）・（２） ［略］

［略］14の６ 障害者自立支援法施行令（平成18年政

令第10号）第32条第１項の規定による届出の

市 町 村事 務

［略］

［略］10 医療法（昭和23年法律第 205号）による病

院若しくは診療所又は医療法人に関する次の

事務及び病院等の人員及び施設の基準等に関

する条例（平成24年宮崎県条例第52号）に基

づく事務

（１）〜（31） ［略］

［略］

［略］14の５ 障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律第 1

23号）による次の事務

（１）・（２） ［略］

［略］14の６ 障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行令（平成18年政
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受理（精神通院医療に係るものに限る。）に

関すること。

［略］

［略］17の２ 動物の愛護及び管理に関する法律（昭

和48年法律第 105号）による次の事務

（１） ［略］

（２） 第11条第１項（第13条第２項及び第14

条第３項において準用する場合を含む。）

の規定による動物取扱業者登録簿への登録

に関すること。

（３） 第11条第２項（第13条第２項及び第14

条第３項において準用する場合を含む。）

の規定による申請者への通知に関すること

。

（４） 第12条第１項（第13条第２項及び第14

条第３項において準用する場合を含む。）

の規定による登録の拒否に関すること。

（５） 第12条第２項（第13条第２項、第14条

第３項及び第19条第２項において準用する

場合を含む。）の規定による申請者への通

知に関すること。

（６）〜（８） ［略］

（９） ［略］

（10） 第16条第１項の規定による廃業等の届

出の受理に関すること。

（11）〜（13） ［略］

（14）〜（17） ［略］

（18）・（19） ［略］

（20）〜（27） ［略］

［略］

22の２ ［略］

令第10号）第32条第１項の規定による届出の

受理（精神通院医療に係るものに限る。）に

関すること。

［略］

［略］17の２ 動物の愛護及び管理に関する法律（昭

和48年法律第 105号）による次の事務

（１） ［略］

（２） 第11条第１項（第13条第２項及び第14

条第４項において準用する場合を含む。）

の規定による第１種動物取扱業者登録簿へ

の登録に関すること。

（３） 第11条第２項（第13条第２項及び第14

条第４項において準用する場合を含む。）

の規定による申請者への通知に関すること

。

（４） 第12条第１項（第13条第２項及び第14

条第４項において準用する場合を含む。）

の規定による登録の拒否に関すること。

（５） 第12条第２項（第13条第２項、第14条

第４項及び第19条第２項において準用する

場合を含む。）の規定による申請者への通

知に関すること。

（６）〜（８） ［略］

（９） 第14条第３項の規定による廃止の届出

の受理に関すること。

（10） ［略］

（11） 第16条第１項（第24条の４において準

用する場合を含む。）の規定による廃業等

の届出の受理に関すること。

（12）〜（14） ［略］

（15） 第22条の６第２項の規定による届出の

受理に関すること。

（16） 第22条の６第３項の規定による検案書

又は死亡診断書の提出命令に関すること。

（17）〜（20） ［略］

（21） 第24条の２第１項の規定による届出の

受理に関すること。

（22） 第24条の３第１項の規定による変更の

届出の受理に関すること。

（23） 第24条の３第２項の規定による変更の

届出の受理に関すること。

（24）・（25） ［略］

（26） 第25条第３項の規定による措置命令又

は勧告に関すること。

（27）〜（34） ［略］

［略］

22の２ ［略］

日南市、小

林市、串間

市、西都市

、えびの市

、三股町、

高原町、国

富町、綾町

22の３ 都市の低炭素化の促進に関する法律（

平成24年法律第84号）、都市の低炭素化の促

進に関する法律施行規則（平成24年国土交通

省令第86号）及び都市の低炭素化の促進に関

する法律の施行のための規則で別に規則で定

めるものの規定による申請、届出等の受理に

関する事務
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「

［略］

［略］26 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）に

よる次の事務

（１） 第28条の４第３項第５号イ、第31条の

２第２項第15号ハ、第62条の３第４項第15

号ハ、第63条第３項第５号イ及び第68条の

69第３項第５号イの規定による優良宅地の

認定に関すること。

（２） 第28条の４第３項第６号、第31条の２

第２項第16号ニ、第62条の３第４項第16号

ニ、第63条第３項第６号及び第68条の69第

３項第６号の規定による優良住宅の認定に

関すること。

［略］

、高鍋町、

新富町、川

南町、都農

町、門川町

及び高千穂

町

［略］

［略］26 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）に

よる次の事務

（１） 第28条の４第３項第５号イ、第31条の

２第２項第14号ハ、第62条の３第４項第14

号ハ、第63条第３項第５号イ及び第68条の

69第３項第５号イの規定による優良宅地の

認定に関すること。

（２） 第28条の４第３項第６号、第31条の２

第２項第15号ニ、第62条の３第４項第15号

ニ、第63条第３項第６号及び第68条の69第

３項第６号の規定による優良住宅の認定に

関すること。

［略］

（宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（平成24年宮崎県条例第51号）の一部を次のように改正する。

本則の表中

「

を

」

18の２〜18の15 ［略］ 18の３〜18の16 ［略］

18の２ ［略］

都城市、

延岡市、

日向市、

えびの市

、三股町

、高原町

、国富町

、木城町

、川南町

、都農町

、門川町

、椎葉村

、美郷町

及び日之

影町

18の３ 水道法（昭和32年法律第 177号）

による次の事務

（１）〜（３） ［略］

えびの市18の４ 水道法による次の事務

（１） 第32条の規定による確認に関する

こと。

（２） 第33条第１項の規定による申請の

受理に関すること。

（３） 第33条第３項の規定による届出の

受理に関すること。

（４） 第33条第５項の規定による通知に

関すること。

（５） 第34条第１項において準用する第

18の３ ［略］

三股町、

高原町、

国富町、

木城町、

川南町、

都農町、

門川町、

椎葉村、

美郷町及

び日之影

町

18の４ 水道法（昭和32年法律第 177号）

による次の事務

（１）〜（３） ［略］
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13条第１項の規定による届出の受理に

関すること。

（６） 第34条第１項において準用する第

24条の３第２項の規定による届出の受

理に関すること。

（７） 第36条第１項の規定による指示に

関すること。

（８） 第36条第２項の規定による警告及

び勧告に関すること。

（９） 第37条の規定による給水停止命令

（（７）、（８）の事務に係るものに限る

。）に関すること。

（10） 第39条第２項の規定による報告の

徴収及び立入検査に関すること。

18の５ ［略］

都城市、

延岡市、

日南市、

小林市、

日向市、

えびの市

、高原町

、国富町

、綾町、

都農町、

門川町、

諸塚村、

椎葉村、

美郷町、

高千穂町

、日之影

町及び五

ヶ瀬町

18の６ 母子保健法（昭和40年法律第 141

号）第18条の規定による届出の受理に関

する事務

えびの市

及び綾町

18の７ 母子保健法による次の事務

（１） 第19条第１項の規定による未熟児

の訪問指導に関すること。

（２） 第19条第２項において準用する第

11条第２項の規定による訪問指導の継

続に関すること。

18の８〜18の15 ［略］

に

18の５ ［略］

18の６〜18の13 ［略］

」

改める。

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第１条中宮崎県における事務処理の特例に関する条例別表17の２の項の改正規定

は平成25年９月１日から、第１条中宮崎県における事務処理の特例に関する条例別表26の項の改正規定及び第２条の規定は公布の日から施

行する。

宮崎県防災会議条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第８号

宮崎県防災会議条例の一部を改正する条例

宮崎県防災会議条例（昭和37年宮崎県条例第20号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正後改正前

（委員及び専門委員）

第２条 法第15条第５項第５号、第６号及び第７号に掲げる委員の

定数は、それぞれ10人以内、５人以内及び20人以内とする。

２ 法第15条第５項第６号及び第７号に掲げる委員の任期は、２年

とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間と

する。

３〜５ ［略］

（委員及び専門委員）

第２条 法第15条第５項第５号から第８号までに掲げる委員の総数

は、40人以内とする。

２ 法第15条第５項第６号から第８号までに掲げる委員の任期は、

２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期

間とする。

３〜５ ［略］

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

宮崎県大規模災害対策基金条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第９号

宮崎県大規模災害対策基金条例

（設置）

第１条 次に掲げる事業を実施することを目的として、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 241条の規定に基づき、宮崎県大規模災害対

策基金（以下「基金」という。）を設置する。

（１） 県内で予想される大規模災害に対して被害を最小限とするために必要な対策

（２） 県外で発生した大規模災害として知事が認めるものにより重大な影響を受けた被災者の支援並びに被災地の早期の復興及び再建を

図るための措置等

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。この場合において、前条各号に掲げる事業ごとに区分して積み立てるものと

する。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、県債証券その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

（繰替運用）

第５条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（処分）

第６条 基金は、第１条各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。この場合

において、同条各号に掲げる事業ごとに区分して処分するものとする。

（委任）

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同年６月１日から施行する。

（宮崎県東日本大震災被災者等支援基金条例の廃止）

２ 宮崎県東日本大震災被災者等支援基金条例（平成23年宮崎県条例第26号）は、廃止する。

（経過措置）

３ 前項の規定の施行の際現に同項の規定による廃止前の宮崎県東日本大震災被災者等支援基金条例の規定に基づく宮崎県東日本大震災被

災者等支援基金に属する現金は、基金に属するものとする。

宮崎県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第10号

宮崎県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例

宮崎県医師修学資金貸与条例（平成18年宮崎県条例第50号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正後改正前

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）・（２） ［略］

（３） 必要勤務期間 修学資金の貸与を受けた期間に相当する期

間（１年に満たない期間があるときは、その期間は１年として

計算する。）

（返還）

第７条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当

するときは、貸与を受けた修学資金の額に、当該貸与を受けた月

の翌月１日から、第１号の場合にあっては貸与が行われなくなっ

た日、第２号及び第３号の場合にあっては大学の卒業の日までの

期間の日数に応じ年10パーセントの割合（この場合における年当

たりの利息の割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日当
じゅん

たりの割合とする。）で計算した利息を加えた額を、当該各号に

掲げる理由が生じた月の翌月の末日までに一括して返還しなけれ

ばならない。

（１）・（２） ［略］

（３） ［略］

２・３ ［略］

（返還の免除）

第９条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が免許を受けた日の属

する月の翌月１日から起算して貸与を受けた期間の２倍に相当す

る期間を経過する日までの間（ただし、臨床研修を受けた期間を

除く。）に、指定医療機関において必要勤務期間業務に従事した

ときは、当該修学資金の返還及び利息の支払の全部を免除するも

のとする。

２ ［略］

第10条 知事は、前条第２項に規定する場合を除くほか、修学資金

の貸与を受けた者が死亡、心身の故障その他やむを得ない事由に

より当該修学資金を返還することができなくなったと認められる

ときは、当該修学資金の返還及び利息の支払の全部又は一部を免

除することができる。

２ 知事は、修学資金の貸与を受けた者が免許を受けた日の属する

月の翌月１日から起算して貸与を受けた期間の２倍に相当する期

間を経過する日までの間（ただし、臨床研修を受けた期間を除く

。）に、指定医療機関で業務に従事した場合において、その従事

した期間が必要勤務期間に満たないときは、当該修学資金の返還

及び利息の支払の一部を免除することができる。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）・（２） ［略］

（３） 貸与期間 修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間（

１年に満たない期間があるときは、その期間は１年として計算

する。）

（返還）

第７条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当

するときは、貸与を受けた修学資金の額に、当該貸与を受けた月

の翌月１日から、第１号の場合にあっては貸与が行われなくなっ

た日、第２号から第４号までの場合にあっては大学の卒業の日ま

での期間の日数に応じ年10パーセントの割合（この場合における

年当たりの利息の割合は、閏年の日を含む期間についても、 365
じゅん

日当たりの割合とする。）で計算した利息を加えた額を、当該各

号に掲げる理由が生じた月の翌月の末日までに一括して返還しな

ければならない。

（１）・（２） ［略］

（３） 県外で臨床研修を開始したとき。

（４） ［略］

２・３ ［略］

（返還の免除）

第９条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が免許を受けた日の属

する月の翌月１日から起算して貸与期間の２倍に相当する期間を

経過する日までの間（臨床研修を受けた期間を除く。）に、指定

医療機関において貸与期間に相当する期間（以下「必要勤務期間

」という。）業務に従事したときは、当該修学資金の返還及び利

息の支払の全部を免除するものとする。

２ 知事は、規則で定める要件を満たす者については、規則で定め

る期間（２年を限度とする。）を必要勤務期間から控除すること

ができる。

３ ［略］

第10条 知事は、前条第３項に規定する場合を除くほか、修学資金

の貸与を受けた者が死亡、心身の故障その他やむを得ない事由に

より当該修学資金を返還することができなくなったと認められる

ときは、当該修学資金の返還及び利息の支払の全部又は一部を免

除することができる。

２ 知事は、修学資金の貸与を受けた者が免許を受けた日の属する

月の翌月１日から起算して貸与期間の２倍に相当する期間を経過

する日までの間（臨床研修を受けた期間を除く。）に、指定医療

機関で業務に従事した場合において、その従事した期間が必要勤

務期間に満たないときは、当該修学資金の返還及び利息の支払の

一部を免除することができる。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第７条第１項の改正規定は、平成26年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の第７条第１項の規定は、平成26年４月１日以後に新たに修学資金の貸与を受けた者について適用し、同日前か

ら引き続き修学資金の貸与を受けている者及び同日前に修学資金の貸与を受けていた者の修学資金の返還については、なお従前の例によ

る。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月28日
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宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第11号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する条例

（議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正）

第１条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年宮崎県条例第35号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（介護補償）

第10条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する

者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由とな

った障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時

介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている

場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、

常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して知事

が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入

院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない

。

（１） ［略］

（２） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成17年法律第 123号）第５条第11項に規定する障害者

支援施設（次号において「障害者支援施設」という。）に入所

している場合（同条第７項に規定する生活介護（次号において

「生活介護」という。）を受けている場合に限る。）

（３） ［略］

（介護補償）

第10条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する

者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由とな

った障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時

介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている

場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、

常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して知事

が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入

院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない

。

（１） ［略］

（２） 障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第５条第12項

に規定する障害者支援施設（次号において「障害者支援施設」

という。）に入所している場合（同条第７項に規定する生活介

護（次号において「生活介護」という。）を受けている場合に

限る。）

（３） ［略］

（宮崎県障害者介護給付費等不服審査会条例の一部改正）

第２条 宮崎県障害者介護給付費等不服審査会条例（平成18年宮崎県条例第18号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成17年法律第 123号。以下「法」という。

）第98条第１項及び第 104条の規定に基づき、障害者介護給付費

等不服審査会の設置並びに組織及び運営に関し、必要な事項を定

めるものとする。

（審理）

第３条 知事は、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに

該当する場合を除き、遅滞なく不服審査会に審理を求めなければ

ならない。

（１） ［略］

（２） 審査請求に係る原処分が法第29条第３項、第31条、第34条

第１項、第35条第１項又は第76条の２第１項の規定によるもの

であるとき。

（３） ［略］

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者自立支援法（平成17年法律第 123号。

以下「法」という。）第98条第１項及び第 104条の規定に基づき

、障害者介護給付費等不服審査会の設置並びに組織及び運営に関

し、必要な事項を定めるものとする。

（審理）

第３条 知事は、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに

該当する場合を除き、遅滞なく不服審査会に審理を求めなければ

ならない。

（１） ［略］

（２） 審査請求に係る原処分が法第29条第４項、第31条、第33条

第１項、第34条第１項又は第35条第１項の規定によるものであ

るとき。

（３） ［略］

（宮崎県障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部改正）

第３条 宮崎県障害者自立支援対策臨時特例基金条例（平成19年宮崎県条例第18号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（設置）

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成17年法律第 123号。以下「法」という。）に基づく制

度の円滑な運用及び福祉・介護人材の確保を図るため、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第 241条の規定に基づき、宮崎県障害

者自立支援対策臨時特例基金（以下「基金」という。）を設置す

る。

（設置）

第１条 障害者自立支援法（平成17年法律第 123号。以下「法」と

いう。）に基づく制度の円滑な運用及び福祉・介護人材の確保を

図るため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 241条の規定に

基づき、宮崎県障害者自立支援対策臨時特例基金（以下「基金」

という。）を設置する。
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（宮崎県障害児通所給付費等不服審査会条例の一部改正）

第４条 宮崎県障害児通所給付費等不服審査会条例（平成24年宮崎県条例第21号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第 164号。以下「

法」という。）第56条の５の５第２項において準用する障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年

法律第 123号）第98条及び第 104条の規定に基づき、障害児通所

給付費等不服審査会の設置並びに組織及び運営に関し、必要な事

項を定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第 164号。以下「

法」という。）第56条の５の５第２項において準用する障害者自

立支援法（平成17年法律第 123号）第98条及び第 104条の規定に

基づき、障害児通所給付費等不服審査会の設置並びに組織及び運

営に関し、必要な事項を定めるものとする。

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第１条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の

２第２号の改正規定（「第５条第12項」を「第５条第11項」に改める部分に限る。）は平成26年４月１日から、第２条中宮崎県障害者介護

給付費等不服審査会条例第３条第２号の改正規定は公布の日から施行する。

宮崎県新型インフルエンザ等対策本部条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第12号

宮崎県新型インフルエンザ等対策本部条例

（趣旨）

第１条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号。以下「法」という。）第26条の規定に基づき、宮崎県

新型インフルエンザ等対策本部（以下「対策本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（職務等）

第２条 宮崎県新型インフルエンザ等対策本部長（以下「本部長」という。）は、対策本部の事務を総括する。

２ 宮崎県新型インフルエンザ等対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務

を代理する。

３ 宮崎県新型インフルエンザ等対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

４ 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

５ 前項の職員は、県の職員のうちから、知事が任命する。

（会議）

第３条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議（次項において「会議」とい

う。）を招集する。

２ 本部長は、法第23条第４項の規定により国の職員その他県の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求め

ることができる。

（部）

第４条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部その他の組織を置くことができる。

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

４ 部長は、部の事務を掌理する。

（委任）

第５条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

宮崎県中小企業振興条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第13号

宮崎県中小企業振興条例

本県の中小企業は、これまで、生産、販売、サービスなどの経済活動を通じて地域経済の活性化や雇用の創出に貢献し、本県の経済活動

の全般にわたって重要な役割を果たすとともに、地域コミュニティの担い手として地域づくりにも貢献するなど、本県経済の発展と県民生

活の向上に大きく寄与してきている。



宮 崎 県 公 報 平成 25年 ３ 月 28日（木曜日） 号外 第 13号

害 15害

しかしながら、長引く景気低迷の中、地域間・国際間競争の激化、消費者需要の多様化、少子高齢・人口減少の本格化等により、本県の

中小企業は、極めて厳しい経営環境に置かれている。

このような状況の中で、本県の中小企業の多様で活力ある成長発展を促進し、持続的で力強い本県産業をつくり育てるためには、個々の

中小企業者の自主的な努力はもとより、豊かな自然環境や恵まれた農林水産資源などの本県の強みを生かしながら、農商工連携や産学官金

連携などを促進するとともに、経営の向上に意欲的に取り組む中小企業者が伸びていける環境づくりを推進していく必要がある。

このため、中小企業の振興を県政の重要な課題と位置付け、県のみならず中小企業に関わる関係機関、市町村、県民等を含め県民総力戦

で中小企業の振興を図るために、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、本県経済における中小企業の役割の重要性に鑑み、中小企業の振興に関する基本理念を定め、県、中小企業者、中小

企業団体、金融機関、大企業者、大学等及び県民の責務又は役割を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計

画的に推進することにより、本県経済の発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第 154号）第２条第１項に規定する中小企業者で、県内に事務所又は事業所を有する

ものをいう。

（２） 中小企業団体 商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の中小企業に関する団体をいう。

（３） 大企業者 中小企業者以外の事業者（金融機関を除く。）で、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。

（４） 大学等 大学、高等専門学校等並びに中小企業の振興に係る研究及び事業化の促進に取り組む機関をいう。

（基本理念）

第３条 中小企業の振興は、中小企業者の自主的な努力と創意工夫を促進することを基本として行われなければならない。

２ 中小企業の振興は、中小企業が地域経済の発展及び雇用の創出に貢献し、地域社会の担い手として県民生活を支える重要な存在である

という基本的認識の下に行われなければならない。

（県の責務）

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、中小企業の振興に関する施策を立案し、及び実施する

責務を有する。

２ 県は、中小企業の振興に関する施策の立案及び実施に当たっては、国、市町村、中小企業団体、大企業者、金融機関、大学等その他の

関係機関との連携に努めるものとする。

３ 県は、小規模企業者（中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者をいう。）に対して中小企業の振興に関する施策を実施す

るに当たっては、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うものとする。

４ 県は、中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企業者の連携及び事業の共同化の推進に努めるものとする

。

５ 県は、中小企業が生産又は販売を行う製品・サービスの県内における購入促進を図るとともに、工事の発注並びに物品及び役務の調達

に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者の受注機会の確保に努めるものとする。

（中小企業者の自主的な努力）

第５条 中小企業者は、基本理念にのっとり、経済的社会的環境の変化に即応して、自主的に経営の向上及び改善に努めるものとする。

（中小企業団体の役割）

第６条 中小企業団体は、基本理念にのっとり、中小企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、県が実施する中小企業の振

興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

（大企業者の役割）

第７条 大企業者は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が、中小企業者のみならず大企業者にも影響を及ぼすものであることについて

の理解を深めるとともに、県が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

（金融機関の役割）

第８条 金融機関は、基本理念にのっとり、中小企業者の特性及びその事業の状況を勘案した信用の供与、中小企業者の事業活動に有用な

情報の提供その他の方法により中小企業者の経営の向上に配慮するよう努めるとともに、県が実施する中小企業の振興に関する施策に協

力するよう努めるものとする。

（大学等の役割）

第９条 大学等は、基本理念にのっとり、中小企業と連携した研究開発、研究成果の普及又は人材の育成を通じて、県が実施する中小企業

の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

（県民の理解と協力）

第10条 県民は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が本県経済の発展及び県民生活の向上に寄与することについての理解を深め、県が

実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

（市町村に対する協力）

第11条 県は、市町村が実施する中小企業の振興に関する施策について、市町村に対し、情報提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。
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（基本方針及び実施状況の公表）

第12条 県は、次に掲げる基本方針に基づき中小企業の振興に関する施策を実施するものとする。

（１） 中小企業の事業活動を担う人材の育成及び確保を図ること。

（２） 中小企業の経営基盤の強化を図ること。

（３） 中小企業への資金供給の円滑化を図ること。

（４） 中小企業の創業及び新たな事業の分野への進出の促進を図ること。

（５） 中小企業が行う技術開発及び新製品・新サービスの開発の促進を図ること。

（６） 中小企業による地域の農林水産物をはじめとする多様な資源、特性等を生かした事業活動の促進を図ること。

（７） 中小企業の販路拡大及び取引拡大を図ること。

（８） 中小企業の国際的視点に立った事業展開の促進を図ること。

２ 知事は、基本方針に基づいて実施した施策のうち主なものの実施状況を取りまとめ、毎年度公表するものとする。

（中小企業者等の意見の反映）

第13条 県は、中小企業者、中小企業団体等から意見を聴く機会を設け、中小企業の振興に関する施策に反映するよう努めるものとする。

（財政上の措置）

第14条 県は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。

道路占用料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第14号

道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

道路占用料徴収条例（昭和43年宮崎県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

占 用 料

占 用 物 件 所 在 地
単 位

町村市

［略］

［略］令第７

条第１

号に掲

げる物

件

［略］幕（令第

７条第２

号に掲げ

る工事用

施設であ

るものを

除く。）

［略］

［略］令第７条第２号に掲げる工事

用施設及び同条第３号に掲げ

る工事用材料

令第７条第４号に掲げる仮設

建築物及び同条第５号に掲げ

る施設

［略］令第７

条第６

号に掲

げる施

占 用 料

占 用 物 件 所 在 地
単 位

町村市

［略］

［略］令第７

条第１

号に掲

げる物

件

［略］幕（令第

７条第４

号に掲げ

る工事用

施設であ

るものを

除く。）

［略］

1，1001，200占用面積１

平方メート

ルにつき１

年

令第７条第２号に掲げる工作

物

Ａに 0．025を乗

じて得た額

令第７条第３号に掲げる施設

［略］令第７条第４号に掲げる工事

用施設及び同条第５号に掲げ

る工事用材料

令第７条第６号に掲げる仮設

建築物及び同条第７号に掲げ

る施設

［略］令第７

条第８

号に掲

げる施
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設

令第７

条第７

号に掲

げる施

設

令第７

条第８

号に掲

げる施

設及び

自動車

駐車場

令第７

条第９

号に掲

げる応

急仮設

建築物

［略］令第７条第10号に掲げる器具

［略］令第７

条第11

号に掲

げる施

設

備考

１〜６ ［略］

７ Ａは、近傍類似の土地（令第７条第６号に掲げる施設

のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第11号に

掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合に

は、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似

した土地）の時価を表すものとする。

８・９ ［略］

設

令第７

条第９

号に掲

げる施

設

令第７

条第10

号に掲

げる施

設及び

自動車

駐車場

令第７

条第11

号に掲

げる応

急仮設

建築物

［略］令第７条第12号に掲げる器具

［略］令第７

条第13

号に掲

げる施

設

備考

１〜６ ［略］

７ Ａは、近傍類似の土地（令第７条第８号に掲げる施設

のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に

掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合に

は、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似

した土地）の時価を表すものとする。

８・９ ［略］

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。

後期研修医研修資金貸与条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第15号

後期研修医研修資金貸与条例

（目的）

第１条 この条例は、国立大学法人宮崎大学医学部医学科の講座（以下「大学講座」という。）における後期臨床研修（医師法（昭和23年

法律第 201号）第16条の２第１項の臨床研修（以下「初期臨床研修」という。）を修了した医師が専門的な知識及び技術を修得するため

に受ける研修で管理者（宮崎県立病院事業の設置等に関する条例（昭和41年宮崎県条例第44号）第４条に規定する管理者をいう。以下同

じ。）が定めるものをいう。以下同じ。）を受ける医師で、将来において、県立日南病院又は県立延岡病院で医師の業務に従事しようと

するものに対し、後期研修医研修資金を貸与することにより、これらの病院に必要な医師の確保を図り、もって県南及び県北地域の医療

体制の充実に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、「後期研修医研修資金」とは、後期臨床研修のための資金をいう。

（貸与の対象者）

第３条 後期研修医研修資金の貸与を受けることができる者は、初期臨床研修を修了後、大学講座のうち管理者が定めるものに在籍して後

期臨床研修を受ける者で、後期研修医研修資金の貸与を受ける期間を満了した後、県立日南病院又は県立延岡病院において医師の業務に
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従事しようとするものとする。ただし、次に掲げる者を除く。

（１） 宮崎県医師修学資金貸与条例（平成18年宮崎県条例第50号）に基づき修学資金の貸与を受けた者でその返還の免除の要件に該当し

ないもの

（２） 宮崎県小児科専門医師研修資金貸与条例（平成20年宮崎県条例第25号）に基づき医師研修資金の貸与を受けている者又は受けた者

でその返還の免除の要件に該当しないもの

（３） 前２号に掲げるもののほか、これらに類するものとして管理者が定める者

（貸与の額等）

第４条 後期研修医研修資金の貸与の額は、月額15万円を超えない範囲内で管理者が定める額とする。

２ 後期研修医研修資金は、無利子とする。

（貸与の期間）

第５条 後期研修医研修資金の貸与を受けることができる期間は、初期臨床研修を修了した日の属する年度の翌年度（以下「後期臨床研修

開始年度」という。）の４月１日から起算して３年を経過する日までの間で、国立大学法人宮崎大学医学部附属病院に在籍して研修を受

ける期間とする。

（保証人）

第６条 後期研修医研修資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

２ 前項の保証人は、後期研修医研修資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

（貸与の停止等）

第７条 管理者は、後期研修医研修資金の貸与を受けている者が後期臨床研修を休止したときは、当該休止した日の属する月の翌月分から

後期臨床研修を再開した日の属する月の分まで、後期研修医研修資金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分

として既に貸与された後期研修医研修資金があるときは、当該後期研修医研修資金は、後期研修医研修資金を受けている者が後期臨床研

修を再開した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

２ 管理者は、後期研修医研修資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた日の属する月の分か

ら後期研修医研修資金の貸与を行わないものとする。

（１） 後期臨床研修を中止したとき。

（２） 後期研修医研修資金の貸与を受けることを辞退したとき。

（３） 死亡したとき。

（４） 心身の故障のため後期臨床研修を継続する見込みがなくなったとき。

（５） その他後期研修医研修資金の貸与を受けている者として不適当と認められるとき。

（返還）

第８条 後期研修医研修資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた後期研修医研修資金を、当該各号

に掲げる事由が生じた日から起算して１月以内に一括して返還しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは

、別に期限を定め、又は分割して返還させることができる。

（１） 前条第２項の規定により、後期研修医研修資金の貸与が行われなくなったとき。

（２） 後期臨床研修開始年度の４月１日から起算して６年（管理者が特別の事情があると認めるときは８年）を経過する日までの間に、

大学講座の派遣により県立日南病院又は県立延岡病院において医師の業務に従事しなかったとき。

（３） その他後期研修医研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

２ 後期研修医研修資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく貸与を受けた後期研修医研修資金を返還すべき日までに返還しなかったと

きは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年15パーセントの割合（この場合における年

当たりの利息の割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とする。）で計算した遅延利息を支払わなければならない
じゅん

。

３ 前項の規定により計算した利息の額に 100円未満の端数があるとき、又はその全額が 100円未満であるときは、その端数金額又はその

全額を切り捨てるものとする。

（返還の猶予）

第９条 管理者は、前条の規定にかかわらず、後期研修医研修資金の貸与を受けた者が心身の故障、災害その他やむを得ない理由により後

期研修医研修資金を返還することが困難であると認められるときは、その理由が継続する間、後期研修医研修資金の返還の全部又は一部

を猶予することができる。

（返還の免除）

第10条 管理者は、後期研修医研修資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、後期研修医研修資金の返還の

全部を免除するものとする。

（１） 後期臨床研修開始年度の４月１日から起算して６年（管理者が特に事情があると認めるときは８年）を経過する日までの間に、大

学講座の派遣により県立日南病院又は県立延岡病院において医師の業務に従事した場合で、後期臨床研修開始年度の４月１日から起算

して10年を経過する日までの間に、管理者が定めるところにより大学講座の派遣により県立日南病院又は県立延岡病院において医師の

業務に従事したと認められる期間（以下「業務従事期間」という。）が、貸与を受けた期間に相当する期間（貸与を受けた期間が２年

を超えるときは２年。以下「必要勤務期間」という。）に達したとき。
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（２） 大学講座の派遣により県立日南病院又は県立延岡病院において医師の業務に従事している期間中に、業務上の理由により死亡し、

又は業務に起因する心身の故障のため業務に従事することができなくなったとき。

第11条 管理者は、前条第２号に規定する場合を除くほか、後期研修医研修資金の貸与を受けた者が死亡、心身の故障その他やむを得ない

事由により後期研修医研修資金を返還することができなくなったと認められるときは、後期研修医研修資金の返還の全部又は一部を免除

することができる。

２ 管理者は、後期研修医研修資金の貸与を受けた者の業務従事期間が必要勤務期間に満たないときは、後期研修医研修資金の返還の一部

を免除することができる。

（委任）

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。

地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第16号

地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例

地方警察職員の定員に関する条例（昭和29年宮崎県条例第18号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表（第２条関係）別表（第２条関係）

定 員区 分

［略］階 級警 察 官

558人警 部 補

578人巡 査 部 長

596人巡 査

2，005人計

［略］

2，326人合 計

［略］

定 員区 分

［略］階 級警 察 官

559人警 部 補

579人巡 査 部 長

597人巡 査

2，008人計

［略］

2，329人合 計

［略］

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。

警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年３月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第17号

警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

警察関係使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（手数料）

第３条 法令、条例等の規定に基づく申請その他の行為（次項並び

に附則第２項及び第４項において「申請等」という。）により次

の各号に掲げる事務の実施を求める者は、それぞれ当該各号に掲

げる名称の手数料を納めなければならない。

（１）〜（51） ［略］

（52） 道路交通法（昭和35年法律第 105号。以下「道交法」とい

う。）第49条の３第４項の規定に基づくパーキング・メーター

の作動 パーキング・メーター作動手数料

（53） 道交法第49条の３第４項の規定に基づくパーキング・チケ

ットの発給 パーキング・チケット発給手数料

（53）の２ 道交法第51条の８第１項の規定に基づく登録の申請に

（手数料）

第３条 法令、条例等の規定に基づく申請その他の行為（次項並び

に附則第２項及び第４項において「申請等」という。）により次

の各号に掲げる事務の実施を求める者は、それぞれ当該各号に掲

げる名称の手数料を納めなければならない。

（１）〜（51） ［略］

（52） 道路交通法（昭和35年法律第 105号。以下「道交法」とい
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対する審査 放置車両確認事務法人登録申請手数料

（53）の３ ［略］

（53）の４〜（53）の８ ［略］

（54）〜（72） ［略］

２ 手数料は、申請等を行う時に納めなければならない。ただし、

次の各号に掲げる手数料は、当該各号に定める時に納めなければ

ならない。

（１）〜（８） ［略］

（９） パーキング・メーター作動手数料 パーキング・メーター

を作動させようとする時

（10） パーキング・チケット発給手数料 パーキング・チケット

の発給を受けようとする時

（11）〜（14） ［略］

３〜５ ［略］

別表第２（第３条関係）

う。）第51条の８第１項の規定に基づく登録の申請に対する審

査 放置車両確認事務法人登録申請手数料

（53） ［略］

（53）の２〜（53）の６ ［略］

（54）〜（72） ［略］

２ 手数料は、申請等を行う時に納めなければならない。ただし、

次の各号に掲げる手数料は、当該各号に定める時に納めなければ

ならない。

（１）〜（８） ［略］

（９）〜（12） ［略］

３〜５ ［略］

別表第２（第３条関係）

備 考金 額単位区 分手 数 料

［略］

１ 許可の

申請を行

う者が同

時に他の

許可の申

請を行う

場合にお

ける当該

他の許可

の申請に

係る手数

料の額は

、それぞ

れ金額の

欄に定め

る額から

9，300円

を減じた

額とする

。

２ 風営法

第４条第

３項の規

定が適用

される営

業所につ

き許可の

申請を行

う場合に

おける当

該許可の

申請に係

る手数料

の額は、

それぞれ

金額の欄

16，000円

27，000円

１（１）又は（

２）に定める

額に、認定を

受けた遊技機

以外の遊技機

１台ごとに20

円（検定を受

けた型式に属

する遊技機以

外の遊技機に

ついてはそれ

ぞれ22の項第

３号金額の欄

に定める額か

１件に

つき

同

同

１ ぱちんこ屋又は風営法

第７条に規定する営業に

ついて風営法第３条第１

項の風俗営業の許可（以

下この項において単に「

許可」という。）を受け

ようとする場合で営業所

に設置する遊技機に風営

法第20条第２項の認定（

以下この項、22の項及び

26の項において単に「認

定」という。）を受けた

遊技機以外の遊技機がな

いとき。

（１） ３月以内の期間を

限って営む営業

（２） その他の営業

２ ぱちんこ屋又は風営法

第７条に規定する営業に

ついて許可を受けようと

する場合で営業所に設置

する遊技機に認定を受け

た遊技機以外の遊技機が

あるとき。

14 風俗

営業許

可申請

手数料

備 考金 額単位区 分手 数 料

［略］

１ 許可の

申請を行

う者が同

時に他の

許可の申

請を行う

場合にお

ける当該

他の許可

の申請に

係る手数

料の額は

、それぞ

れ金額の

欄に定め

る額から

8，600円

を減じた

額とする

。

２ 風営法

第４条第

３項の規

定が適用

される営

業所につ

き許可の

申請を行

う場合に

おける当

該許可の

申請に係

る手数料

の額は、

それぞれ

金額の欄

15，000円

25，000円

１（１）又は（

２）に定める

額に、 2，800

円（風営法第

20条第４項の

検定（22の項

及び23の項に

おいて単に「

検定」という

。）を受けた

型式に属する

未認定遊技機

以外の未認定

遊技機（以下

１件に

つき

同

同

１ ぱちんこ屋又は風俗営

業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律施行

令（昭和59年政令第 319

号）第７条に規定する営

業について風営法第３条

第１項の風俗営業の許可

（以下この項において単

に「許可」という。）を

受けようとする場合で営

業所に設置する遊技機に

風営法第20条第２項の認

定（22の項において単に

「認定」という。）を受

けた遊技機以外の遊技機

（以下この項及び26の項

において「未認定遊技機

」という。）がないとき

。

（１） ３月以内の期間を

限って営む営業

（２） その他の営業

２ ぱちんこ屋又は風俗営

業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律施行

令第７条に規定する営業

について許可を受けよう

とする場合で営業所に設

置する遊技機に未認定遊

技機があるとき。

14 風俗

営業許

可申請

手数料
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に定める

額に 7，4

00円を加

えた額と

する。

ら 2，700円を

減じた額）を

加えた額とす

る。

15，000円

27，000円

同

同

３ ぱちんこ屋又は風営法

第７条に規定する営業以

外の風俗営業について許

可を受けようとする場合

（１） ３月以内の期間を

限って営む営業

（２） その他の営業

［略］

認定の申請

を行う者が

同時に他の

遊技機につ

いて認定の

申請を行う

場合におけ

る当該他の

遊技機の認

定の申請に

係る手数料

の額は、そ

れぞれ金額

の欄に定め

る額から 2

，700円を減

じた額とす

2，700円

2，720円

１件に

つき

同

１ 風営法第20条第５項の

指定試験機関（以下この

項及び次項において単に

「指定試験機関」という

。）が行う認定に必要な

試験（以下この項及び24

の項において「遊技機試

験」という。）を受けた

遊技機について認定の申

請を行う場合

２ 風営法第20条第４項の

検定（以下この項及び次

項において単に「検定」

という。）を受けた型式

に属する遊技機（遊技機

試験を受けたものを除く

。）について認定の申請

22 風俗

営業遊

技機認

定申請

手数料

に定める

額に 6，8

00円を加

えた額と

する。

この項及び26

の項において

「特定未認定

遊技機」とい

う。）がある

場合にあって

は、 5，600円

に当該特定未

認定遊技機が

属する型式の

数を 2，400円

に乗じて得た

額を加算した

額）を加算し

た額に、未認

定遊技機１台

ごとに40円（

特定未認定遊

技機について

はそれぞれ22

の項第３号金

額の欄に定め

る額から 8，0

00円を減じた

額）を加えた

額とする。

14，000円

24，000円

同

同

３ ぱちんこ屋又は風俗営

業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律施行

令第７条に規定する営業

以外の風俗営業について

許可を受けようとする場

合

（１） ３月以内の期間を

限って営む営業

（２） その他の営業

［略］

認定の申請

を行う者が

同時に当該

認定に係る

遊技機と同

一の型式に

属する他の

遊技機につ

いて認定の

申請を行う

場合におけ

る当該他の

遊技機の認

定の申請に

係る手数料

の額は、金

額の欄の規

2，200円

4，340円

１件に

つき

同

１ 風営法第20条第５項の

指定試験機関（以下この

項及び次項において単に

「指定試験機関」という

。）が行う認定に必要な

試験（以下この項及び24

の項において「遊技機試

験」という。）を受けた

遊技機について認定の申

請を行う場合

２ 検定を受けた型式に属

する遊技機（遊技機試験

を受けたものを除く。）

について認定の申請を行

う場合

22 風俗

営業遊

技機認

定申請

手数料



宮 崎 県 公 報平成 25年 ３ 月 28日（木曜日） 号外 第 13号

害 22害

る。

31，700円

8，200円

24，700円

8，200円

5，900円

59，700円

14，700円

30，700円

10，800円

同

同

同

同

同

同

同

同

同

を行う場合

３ １又は２の遊技機以外

の遊技機について認定の

申請を行う場合

（１） ぱちんこ遊技機

ア 入賞を容易にする

ための装置であって

風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に

関する法律施行令（

昭和59年政令第 319

号）第10条の２の規

定に基づく国家公安

委員会規則で定める

もの（以下この項か

ら25の項までにおい

て「特定装置」とい

う。）が設けられて

いるもの（当該特定

装置を連続して作動

させることができる

ものに限る。）

（ア） マイクロプロ

セッサー（電子計

算機の中央演算処

理装置を構成する

集積回路をいう。

以下この項から25

の項までにおいて

同じ。）を内蔵す

るもの

（イ）（ア）に掲げる

もの以外のもの

イ 特定装置が設けら

れているもの（アに

掲げるものを除く。

）

（ア） マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

（イ）（ア）に掲げる

もの以外のもの

ウ ア又はイに掲げる

もの以外のもの

（２） 回胴式遊技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（３） アレンジボール遊

技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

定にかかわ

らず、第１

号の場合に

あっては０

円とし、第

２号の場合

にあっては

40円とし、

第３号の場

合にあって

はそれぞれ

金額の欄に

定める額か

ら 8，000円

を減じた額

とする。

35，000円

16，300円

29，000円

16，300円

14，400円

59，000円

23，000円

35，000円

19，000円

同

同

同

同

同

同

同

同

同

３ １又は２の遊技機以外

の遊技機について認定の

申請を行う場合

（１） ぱちんこ遊技機

ア 入賞を容易にする

ための装置であって

風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に

関する法律施行令第

10条の２の規定に基

づく国家公安委員会

規則で定めるもの（

以下この項から25の

項までにおいて「特

定装置」という。）

が設けられているも

の（当該特定装置を

連続して作動させる

ことができるものに

限る。）

（ア） マイクロプロ

セッサー（電子計

算機の中央演算処

理装置を構成する

集積回路をいう。

以下この項から25

の項までにおいて

同じ。）を内蔵す

るもの

（イ）（ア）に掲げる

もの以外のもの

イ 特定装置が設けら

れているもの（アに

掲げるものを除く。

）

（ア） マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

（イ）（ア）に掲げる

もの以外のもの

ウ ア又はイに掲げる

もの以外のもの

（２） 回胴式遊技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（３） アレンジボール遊

技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以



宮 崎 県 公 報 平成 25年 ３ 月 28日（木曜日） 号外 第 13号

害 23害

30，700円

10，800円

24，700円

3，680円

同

同

同

同

外のもの

（４） じゃん球遊技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（５）（１）から（４）まで

に掲げる遊技機以外の

遊技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

6，300円

18，000円

1，530，000円

296，000円

1，141，000円

296，000円

174，000円

1，816，000円

399，000円

１件に

つき

同

同

同

同

同

同

同

同

１ 指定試験機関が行う検

定に必要な試験（以下こ

の項及び25の項において

「型式試験」という。）

を受けた型式について検

定を受けようとする場合

２ 他の都道府県公安委員

会の検定を受けた型式（

型式試験を受けたものを

除く。）について検定を

受けようとする場合

３ １又は２の型式以外の

型式について検定を受け

ようとする場合

（１） ぱちんこ遊技機

ア 特定装置が設けら

れているもの（当該

特定装置を連続して

作動させることがで

きるものに限る。）

（ア） マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

（イ）（ア）に掲げる

もの以外のもの

イ 特定装置が設けら

れているもの（アに

掲げるものを除く。

）

（ア） マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

（イ）（ア）に掲げる

もの以外のもの

ウ ア又はイに掲げる

もの以外のもの

（２） 回胴式遊技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

23 風俗

営業遊

技機型

式検定

手数料

35，000円

19，000円

29，000円

12，600円

同

同

同

同

外のもの

（４） じゃん球遊技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（５）（１）から（４）まで

に掲げる遊技機以外の

遊技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

3，900円

6，300円

1，435，000円

438，000円

1，128，000円

438，000円

338，000円

1，621，000円

479，000円

１件に

つき

同

同

同

同

同

同

同

同

１ 指定試験機関が行う検

定に必要な試験（以下こ

の項及び25の項において

「型式試験」という。）

を受けた型式について検

定を受けようとする場合

２ 他の都道府県公安委員

会の検定を受けた型式（

型式試験を受けたものを

除く。）について検定を

受けようとする場合

３ １又は２の型式以外の

型式について検定を受け

ようとする場合

（１） ぱちんこ遊技機

ア 特定装置が設けら

れているもの（当該

特定装置を連続して

作動させることがで

きるものに限る。）

（ア） マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

（イ）（ア）に掲げる

もの以外のもの

イ 特定装置が設けら

れているもの（アに

掲げるものを除く。

）

（ア） マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

（イ）（ア）に掲げる

もの以外のもの

ウ ア又はイに掲げる

もの以外のもの

（２） 回胴式遊技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

23 風俗

営業遊

技機型

式検定

手数料



宮 崎 県 公 報平成 25年 ３ 月 28日（木曜日） 号外 第 13号

害 24害

1，193，000円

349，000円

1，192，000円

348，000円

同

同

同

同

（３） アレンジボール遊

技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（４） じゃん球遊技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

遊技機試験

を受けよう

とする者が

同時に他の

遊技機につ

いて遊技機

試験を受け

ようとする

場合におけ

る当該他の

遊技機試験

に係る手数

料の額は、

それぞれ金

額の欄に定

める額から

2，300円を

減じた額と

する。

32，300円

8，100円

25，300円

8，100円

5，700円

62，300円

15，300円

31，300円

10，800円

31，300円

10，800円

１件に

つき

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

１ ぱちんこ遊技機につい

て遊技機試験を受けよう

とする場合

（１） 特定装置が設けら

れているもの（当該特

定装置を連続して作動

させることができるも

のに限る。）

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（２） 特定装置が設けら

れているもの（（１）に

掲げるものを除く。）

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（３）（１）又は（２）に掲

げるもの以外のもの

２ 回胴式遊技機について

遊技機試験を受けようと

する場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

３ アレンジボール遊技機

について遊技機試験を受

けようとする場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

４ じゃん球遊技機につい

て遊技機試験を受けよう

とする場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

５ １から４までに掲げる

24 風俗

営業遊

技機試

験手数

料

1，148，000円

482，000円

1，147，000円

481，000円

同

同

同

同

（３） アレンジボール遊

技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（４） じゃん球遊技機

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

遊技機試験

を受けよう

とする者が

同時に当該

遊技機試験

に係る遊技

機と同一の

型式に属す

る他の遊技

機について

遊技機試験

を受けよう

とする場合

における当

該他の遊技

機試験に係

る手数料の

額は、それ

ぞれ金額の

欄に定める

額から14，3

00円を減じ

た額とする

。

43，300円

23，100円

36，300円

23，000円

21，000円

68，300円

30，300円

42，300円

26，300円

42，300円

26，300円

１件に

つき

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

１ ぱちんこ遊技機につい

て遊技機試験を受けよう

とする場合

（１） 特定装置が設けら

れているもの（当該特

定装置を連続して作動

させることができるも

のに限る。）

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（２） 特定装置が設けら

れているもの（（１）に

掲げるものを除く。）

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（３）（１）又は（２）に掲

げるもの以外のもの

２ 回胴式遊技機について

遊技機試験を受けようと

する場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

３ アレンジボール遊技機

について遊技機試験を受

けようとする場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

４ じゃん球遊技機につい

て遊技機試験を受けよう

とする場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

５ １から４までに掲げる

24 風俗

営業遊

技機試

験手数

料



宮 崎 県 公 報 平成 25年 ３ 月 28日（木曜日） 号外 第 13号

害 25害

25，300円

3，300円

同

同

遊技機以外の遊技機につ

いて遊技機試験を受けよ

うとする場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

1，524，200円

290，200円

1，135，200円

290，200円

168，200円

1，810，200円

393，200円

1，187，200円

343，200円

1，186，200円

342，200円

１件に

つき

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

１ ぱちんこ遊技機の型式

について型式試験を受け

ようとする場合

（１） 特定装置が設けら

れているもの（当該特

定装置を連続して作動

させることができるも

のに限る。）

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（２） 特定装置が設けら

れているもの（（１）に

掲げるものを除く。）

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（３）（１）又は（２）に掲

げるもの以外のもの

２ 回胴式遊技機の型式に

ついて型式試験を受けよ

うとする場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

３ アレンジボール遊技機

の型式について型式試験

を受けようとする場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

４ じゃん球遊技機の型式

について型式試験を受け

ようとする場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

25 風俗

営業遊

技機型

式試験

手数料

3，400円１件に

つき

１ 風営法第20条第10項に

おいて準用する風営法第

９条第１項の風俗営業遊

技機の承認（以下この項

において単に「承認」と

26 風俗

営業遊

技機変

更承認

申請手

36，300円

19，100円

同

同

遊技機以外の遊技機につ

いて遊技機試験を受けよ

うとする場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

1，442，000円

445，000円

1，135，000円

445，000円

345，000円

1，628，000円

486，000円

1，155，000円

489，000円

1，154，000円

488，000円

１件に

つき

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

１ ぱちんこ遊技機の型式

について型式試験を受け

ようとする場合

（１） 特定装置が設けら

れているもの（当該特

定装置を連続して作動

させることができるも

のに限る。）

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（２） 特定装置が設けら

れているもの（（１）に

掲げるものを除く。）

ア マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

イ アに掲げるもの以

外のもの

（３）（１）又は（２）に掲

げるもの以外のもの

２ 回胴式遊技機の型式に

ついて型式試験を受けよ

うとする場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

３ アレンジボール遊技機

の型式について型式試験

を受けようとする場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

４ じゃん球遊技機の型式

について型式試験を受け

ようとする場合

（１） マイクロプロセッ

サーを内蔵するもの

（２）（１）に掲げるもの

以外のもの

25 風俗

営業遊

技機型

式試験

手数料

2，400円１件に

つき

１ 風営法第20条第10項に

おいて準用する風営法第

９条第１項の風俗営業遊

技機の承認（以下この項

において単に「承認」と

26 風俗

営業遊

技機変

更承認

申請手



宮 崎 県 公 報平成 25年 ３ 月 28日（木曜日） 号外 第 13号

害 26害

［略］［略］

3，400円に、

認定を受けた

遊技機以外の

遊技機１台ご

とに20円（検

定を受けた型

式に属する遊

技機以外の遊

技機について

は、それぞれ

22の項第３号

金額の欄に定

める額から 2

，700円を減じ

た額）を加え

た額とする。

同

いう。）を受けようとす

る遊技機に認定を受けた

遊技機以外の遊技機がな

い場合

２ 承認を受けようとする

遊技機に認定を受けた遊

技機以外の遊技機がある

場合

数料

［略］

51 ［略］

200円１回に

つき

52 パー

キング

・メー

ター作

動手数

料

200円１回に

つき

53 パー

キング

・チケ

ット発

給手数

料

53の２・53の３ ［略］

53の４〜53の８ ［略］

［略］

5，200円（特

定未認定遊技

機がある場合

にあっては、

8，000円に当

該特定未認定

遊技機が属す

る型式の数を

2，400円に乗

じて得た額を

加算した額）

に、未認定遊

技機１台ごと

に40円（特定

未認定遊技機

については、

それぞれ22の

項第３号金額

の欄に定める

額から 8，000

円を減じた額

）を加えた額

とする。

同

いう。）を受けようとす

る遊技機に未認定遊技機

がない場合

２ 承認を受けようとする

遊技機に未認定遊技機が

ある場合

数料

［略］

51 ［略］

52・53 ［略］

53の２〜53の６ ［略］

［略］

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。
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